
　現在は、基本的に地区公民館のある地
区に住んでいる人が利用できます。見直
し後は、その地区に住んでいない人や民
間事業者なども利用できるようになる
ほか、営利目的での利用も
できるようになります。

　これまでと同様に、地区住民が非営
利目的で使用する際は、使用料は無料
です。一方、民間事業者の利用や営利目
的で利用する場合などは、有料となる
予定です。

　これまでと同様に、教育委員会が関わ
り、地域の生涯学習の拠点として、生涯
学習事業を実施していきます。

　地元サークル活動の予約
は、Q2 の回答と同様に、優
先予約を検討しています。

　基本的には、予約していただいた順
番の利用となりますが、地区住民が優
先して利用できるよう、地区住民の予
約可能時期を早める（優先予約）など
の検討を行っています。

地区公民館はどう変わるの？

生涯学習事業はどうなるの？

使用料はどうなるの？ 地元サークル活動の
予約はどうなるの？

今まで利用していた人は
利用できなくなるの？

■特集　地区公民館は地域みんなの交流の場

　鹿野地区公民館では、自然災害に対する意識を深めるため、
防災デイキャンプを実施したり、ゲームなどを楽しみながら災
害時の対応を学んだりしています。

　明治地区公民館では、豊かな自然を生かしたフィールドワークや地域住民と小学生による野菜作り・花植え、笹
巻づくり、身近な植物を使った染物体験などを実施のほか、軽トラマルシェを開催して地元で採れた農産物を地域
住民へ提供しています。

　豊実地区公民館では、オレンジカフェを通じ
て、地域で支え合って暮らすためのつながりを
作っています。
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地区公民館の活用方法の見直しQ&A

　本市と連携して、地域・社会・市政の課題の解決や、
新たなまちの価値の創出につながる提案をお寄せい
ただく「公民連携デスク」を開設しました。デスクで
は、受け付けた提案の効果や課題を検証し、事業化に
向けサポートします。民間事業者などの
提案を事業化することで、市政課題の解
決や、市民生活の充実を図り、持続可能で
豊かな地域社会の実現をめざします。

「やりたい！」をカタチに！　「公民連携デスク」で受付開始

関係部署

公民連携事業に
関する提案 提案内容の

調整

対話
  ・
審査

民間事業者など

公民連携デスク
（本庁舎協働推進課内）

①提案受付 ②関係部署へ橋渡し
③伴走支援 ④情報提供

現在検討を
進めています

本市がめざす地区公民館の多機能化
・社会教育の推進と生涯学習の拠点
・�地域コミュニティの維持と持続的な発展を推
進する拠点

・地域の防災拠点
・�地域住民が集い、つながる地域福祉の拠点
・�収益事業を含めた地域
振興や産業振興の拠点

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

Q5

A5

※提案者自らが実践する提案内容を募集します

2 月 1日（水）
スタート
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